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■国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書
本市議会は、今後の林政の展開に当たっては、森林吸収源対策の推進はもとより、
特に、国有林野事業等において、安全で安心できる国民の暮らしを守るために、重
要な役割を果たす水源林等公益森林の整備、さらには、地域林業・木材産業の振興
を通じた山村の活性化に十分に寄与できるよう、下記事項の実現を強く要請する。

記
森林吸収源対策を着実に推進するため環境税等税制上の措置を含め安定的な財
源を確保するとともに、林業・木材産業の振興施策の推進と森林所有者の負担軽
減措置による森林経営意欲の創出
緑の雇用対策等森林・林業の担い手対策の拡充、施業の集約化、路網の整備等
による効率的・安定的な木材の供給体制の確保、さらには、木材のバイオマス利
用の促進等により間伐材を含む地域材の需要拡大対策の推進による地域林業・木
材産業の振興
計画的に水源林造成事業を含めた公的森林整備を推進するための組織体制の確
保及び施業放棄地等民間による森林整備が困難な地域における国の関与の下での
森林整備制度の創設
国有林野事業については、国民共有の財産である国有林を適正に管理するとと
もに、公益的機能の一層の発揮を図るため国による管理運営体制の堅持及びその
管理運営を通じて地域における森林・林業の担い手の育成と地域活性化への寄与
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、環境

大臣

■障害児・者の福祉・医療サービスの利用に対する応益負担・負担増の中止を求め
る意見書
働くことに負担が求められ、障がいが重い人ほどサービスが必要であるにもかか
わらず、サービスを利用すればするほど負担が重くなる応益負担制度そのものの中
止が求められている。また、施設サービス利用者に対する応益負担以外の食費等の
自己負担も早急に中止されることが望ましい。本年は、障害者自立支援法施行３年
後の見直しの年であり、障がい者・家族の願いに沿った抜本的な見直しがなされる
ことを要請する。障がい児・者にとって福祉・医療サービスが 命の綱 であり、
いつでも、どこでも安心して受けられるよう、下記の事項に取り組まれるよう強く
要望する。

記
・障害者自立支援法の抜本的見直しを次の内容で行うこと。

障がい児・者の福祉サービスの利用に対する 応益負担 はやめること。
自立支援医療・補装具の利用に対する 応益負担 もやめること。
施設利用者に対する食費・水光熱費・医療費、個室利用料の全額自己負担は
やめること。

提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣、財務
大臣

■ 協同労働の協同組合法（仮称） の速やかな制定を求める意見書
協同労働の協同組合 は、働くものが出資しあい、全員参加の経営で、仕事を

行う組織であるが、国内では、ワーカーズコープ、ワーカーズコレクティブ、農村
女性ワーカーズ、障害団体など 万人以上が、この 協同労働 という働き方で
年、 年という長い歴史の中で働いてきた。世界の主要国では、働く仲間同士が協
同し、主体性を高めあい、力を発揮しあう新しい働き方についての法制度が整備さ
れている。日本でも 協同労働の協同組合 の法制度を求める取り組みが広がり、
１万を超える団体がこの法制度化に賛同している。また、国会では 名を超える
超党派の議員連盟が立ち上がるなど法制化の検討が始まった。誰もが、 希望と誇
りを持って働く 、仕事を通じて 安心と豊かさを実感できるコミュニティをつく
る 、 人とのつながりや社会とのつながりを感じる 、こうした働き方と、これ
に基づく協同労働の協同組合は、市民事業による市民主体のまちづくりを創造する
ものであり、働くこと・生きることに困難を抱える人々自身が、社会連帯の中で仕
事をおこし、社会に参加する道を開くものである。よって、本市議会は、国におい
ても、社会の実情を踏まえ、就労の創出、地域の再生、少子高齢化に対応する有力
な制度として、 協同労働の協同組合法 を速やかに制定されるよう求める。
提出先：衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、総務大臣、経済

産業大臣
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案

報４

報

平成 年度各会計決算の認定
人権擁護委員の候補者の推薦

訴えの提起について

市立芦屋病院使用料及び手数料条例の一部改正
市自転車駐車場の設置管理条例の一部改正
市自動車駐車場の設置管理条例の一部改正
年度一般会計補正予算（第３号）
年度市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）
年度芦屋市病院事業会計補正予算（第１号）
市土地開発公社定款の変更について
地方独立行政法人市立芦屋病院定款
訴えの提起について
訴えの提起について
訴えの提起について
市立休日応急診療所の指定管理者の指定
市立デイサービスセンターの指定管理者の指定
市自転車駐車場の指定管理者の指定
市総合公園の指定管理者の指定
市立体育館・青少年センターなどの指定管理者の指定
朝日ケ丘公園有料公園施設の指定管理者の指定
海浜公園有料公園施設の指定管理者の指定
市谷崎潤一郎記念館の指定管理者の指定
市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定
年度一般会計補正予算（第４号）
年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

認 定（ ／２）
同 意（ ／２）

承 認（ ／ ）
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可 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）
否 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）
継続審査（ ／ ）
可 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）

議

提

国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書
障害児・者の福祉・医療サービス利用の負担増の中止を求める意見書
協同労働の協同組合法（仮称） の速やかな制定を求める意見書

可 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）
可 決（ ／ ）

請
願

保険でよい歯科医療の実現を求める意見書採択の請願

キャナルパーク水路におけるプレジャーボート航行禁止に関する請願

不 採 択（ ／ ）

採 択（ ／ ）

陳情
番号 件 名 審査を行った

委 員 会 結 果

６ 国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求
める意見書（案）

民 生 文 教
常任委員会採 択（ ／ ）

７ 現行保育制度の堅持・拡充と保育・学童保育・子育て支援
予算の大幅増額を求める意見書提出を求める陳情書

民 生 文 教
常任委員会不 採 択（ ／ ）

８ 障害児・者の福祉・医療サービスの利用に対する応益負担
・負担増の中止を求める国への意見書採択を求める陳情書

民 生 文 教
常任委員会採 択（ ／ ）

９ 協同労働の協同組合法（仮称）の早期制定を求める意見
書 採択に関する陳情

民 生 文 教
常任委員会採 択（ ／ ）

高齢者バス運賃半額助成を阪神電鉄バスにも適用を求める
陳情

民 生 文 教
常任委員会採 択（ ／ ）


